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(57)【要約】
【課題】　ライブビュー状態での電子ズーム操作に関し
て、撮影者に測距点の再設定を行わせる事なく、被写体
の表示及び撮影を可能にすること。
【解決手段】　光学ファインダとライブビューとを切換
可能な撮像装置であって、位相差ＡＦを行う位相差焦点
調節手段（４３、４２）と、撮像素子（１３）の撮像面
の複数の位置に対応づけて設けられた複数の測距点の内
、焦点調節に用いる測距点を選択する操作部（７０）と
、電子ズーム手段（２０、５０、６７、６８）と、操作
部により選択された測距点が、電子ズーム手段により変
更された後の画角に含まれる場合に、当該測距点を使用
して位相差ＡＦを行い（Ｓ１０３）、変更された後の画
角に含まれない場合に、当該測距点を使用した位相差Ａ
Ｆを行わない（Ｓ１０２、Ｓ１１３、Ｓ１２３、Ｓ１０
３）ように位相差焦点調節手段を制御するシステム制御
回路（５０）とを有する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学ファインダと、撮像素子から画像信号を周期的に読み出して表示手段に逐次表示す
るライブビューとを切換可能な撮像装置であって、
　位相差方式による焦点調節を行う位相差焦点調節手段と、
　前記撮像素子の撮像面の複数の位置に対応づけて設けられた複数の測距点の内、前記焦
点調節に用いる測距点を選択する選択手段と、
　前記ライブビューで表示される画像信号の範囲を変更することにより、前記ライブビュ
ーで表示される画角を変更する電子ズーム手段と、
　前記選択手段により選択された測距点が、前記電子ズーム手段により変更された後の画
角に含まれる場合に、当該測距点を使用して前記位相差方式による焦点調節を行い、前記
変更された後の画角に含まれない場合に、当該測距点を使用した前記位相差方式による焦
点調節を行わないように前記位相差焦点調節手段を制御する制御手段と
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記選択手段により選択された測距点が前記変更された後の画角に含まれない場合に、
前記制御手段は、前記焦点調節に用いる測距点を前記画角の中央に位置する測距点に変更
し、該変更した測距点を用いて前記位相差方式による焦点調節を行うように前記位相差焦
点調節手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記ライブビューで表示される画像信号のコントラストに基づいて、コントラスト方式
の焦点調節を行うコントラスト焦点調節手段を更に有し、
　前記選択手段により選択された測距点が前記変更された後の画角に含まれない場合に、
前記制御手段は、前記コントラスト焦点調節手段により前記コントラスト方式による焦点
調節を行うように制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記選択手段により選択された測距点が前記変更された後の画角に含まれない場合に、
前記制御手段は、前記位相差方式による焦点調節を行わないように前記位相差焦点調節手
段を制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記ライブビューで表示される画像信号のコントラストに基づいて、コントラスト方式
の焦点調節を行うコントラスト焦点調節手段を更に有し、
　前記選択手段により選択された測距点が前記変更された後の画角に含まれない場合に、
前記制御手段は、前記変更された後の画角に、前記複数の測距点のいずれかの測距点が存
在するかどうかを判断し、
　存在する場合には、前記焦点調節に用いる測距点を、前記変更された後の画角に存在す
る測距点の内、前記選択された測距点と相対的に対応した、前記変更された後の画角の位
置に最も近い測距点に変更し、該変更した測距点を使用して前記位相差方式による焦点調
節を行い、
　存在しない場合には、前記コントラスト焦点調節手段により前記コントラスト方式によ
る焦点調節を行うことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　光学ファインダと、撮像素子から画像信号を周期的に読み出して表示手段に逐次表示す
るライブビューとを切換可能であって、位相差方式による焦点調節を行う位相差焦点調節
手段と、前記ライブビューで表示される画像信号の範囲を変更することにより、前記ライ
ブビューで表示される画角を変更する電子ズーム手段とを有する撮像装置の制御方法であ
って、
　選択手段が、前記撮像素子の撮像面の複数の位置に対応づけて設けられた複数の測距点
の内、前記焦点調節に用いる測距点を選択する選択工程と、
　前記選択工程で選択された測距点が、前記電子ズーム手段により変更された後の画角に
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含まれる場合に、制御手段が、当該測距点を使用して前記位相差方式による焦点調節を行
い、前記変更された後の画角に含まれない場合に、当該測距点を使用した前記位相差方式
による焦点調節を行わないように前記位相差焦点調節手段を制御する制御工程と
　を有することを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学ファインダとライブビューとを切換可能な撮像装置及びその制御方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からある光学ファインダと並び、撮像素子を用いて取り込んだ画像を液晶モニター
などで表示する電子ビューファインダ（以下、ライブビュー）を有するカメラが多数提案
されている。ライブビューの特長としては、外界の暗さ、即ち輝度の低下に強いこと、被
写界深度などの確認が容易なこと、拡大などの加工表示が容易なこと、などがある。
【０００３】
　また、一眼レフカメラにおいては、撮像レンズを通った光をセパレータレンズで分離し
て、分離されたそれぞれの光により形成された像間の距離を基にレンズ移動量を求めて合
焦を行う位相差方式により合焦制御（ＡＦ）を行っている。一方、ライブビュー機能を有
するカメラにおいては、撮像素子で得られた画像データのコントラストに基づいて合焦を
行うコントラスト方式が主流となっている。
【０００４】
　光学ファインダとライブビューモードそれぞれの特徴を活かすため、一眼レフカメラに
おいても双方の方式を切り換えて使用可能とする提案がなされている（例えば、特許文献
１参照）。光学ファインダとライブビューモードを切り換え可能にした場合、それぞれの
モードにおけるＡＦ方式は、次のようになる。即ち、光学ファインダ使用時は位相差方式
のＡＦ（以下、「位相差ＡＦ」と呼ぶ。）、ライブビューモード使用時にはコントラスト
方式のＡＦ（「以下、「コントラストＡＦ」と呼ぶ。）ということになる。位相差ＡＦは
合焦速度に優れ、コントラストＡＦは合焦精度に優れているなどそれぞれ特徴がある。そ
のため、ライブビューを使用している状態でも位相差ＡＦを行いたい場合が考えられ、Ａ
Ｆ方式の切り換えが可能なカメラも提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　また、ライブビューの特徴を活かした電子ズームやトリミング表示が可能な撮像装置も
提案されている。これに関連し、電子ズーム倍率によらず被写体に対して測距領域を保持
したり（例えば、特許文献３参照）、あるいは被写体領域を中心にズームする（例えば、
特許文献４参照）などの提案がなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１０７５９５号公報
【特許文献２】特開２００１－２７２５９３号公報
【特許文献３】特開２００２－２０９１３４号公報
【特許文献４】特開２００５－０３３５０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、ライブビューを使用している状態でコントラストＡＦと併用して位相差ＡＦ
を行うことを考えると、コントラストＡＦで使用する測距領域と、位相差ＡＦで使用する
測距領域を撮影者が個別に設定可能とすることが考えられる。この場合に、電子ズームや
トリミング表示を行うことにより、ユーザーが選択している位相差ＡＦの測距点がライブ
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ビューの画角内に存在しなくなる可能性がある。このような条件に関して上記特許文献１
～４では特に考慮していなかった。そのような場合、ユーザーは、例えば、改めて位相差
ＡＦの測距点を選択し直す必要が生じるなど、作業性が悪いという問題があった。
【０００８】
　本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、ライブビュー状態での電子ズーム操
作に関して、撮影者に測距点の再設定を行わせる事なく、被写体の表示及び撮影を可能に
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、光学ファインダと、撮像素子から画像信号を周期的に読み
出して表示手段に逐次表示するライブビューとを切換可能な本発明の撮像装置は、位相差
方式による焦点調節を行う位相差焦点調節手段と、前記撮像素子の撮像面の複数の位置に
対応づけて設けられた複数の測距点の内、前記焦点調節に用いる測距点を選択する選択手
段と、前記ライブビューで表示される画像信号の範囲を変更することにより、前記ライブ
ビューで表示される画角を変更する電子ズーム手段と、前記選択手段により選択された測
距点が、前記電子ズーム手段により変更された後の画角に含まれる場合に、当該測距点を
使用して前記位相差方式による焦点調節を行い、前記変更された後の画角に含まれない場
合に、当該測距点を使用した前記位相差方式による焦点調節を行わないように前記位相差
焦点調節手段を制御する制御手段とを有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ライブビュー状態での電子ズーム操作に関して、撮影者に測距点の再
設定を行わせる事なく、被写体の表示及び撮影を可能にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置の構成を示すブロック図。
【図２】ライブビュー状態での位相差ＡＦ動作を示すフローチャート。
【図３】電子ズームよる撮影画像の表示例を示す図。
【図４】電子ズーム動作を示すフローチャート。
【図５】第１の実施形態に係る電子ズーム時にＡＦ方式を変更する動作を示すフローチャ
ート。
【図６】選択測距点と電子ズーム後の画角との関係の一例を示す図である。
【図７】第２の実施形態にかかる電子ズーム後に測距点を切り替える際の動作を示すフロ
ーチャート。
【図８】第２の実施形態にかかる測距点の変更の仕方を説明した図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。
【００１３】
　図１に示すように、本実施の形態の撮像装置は、主にカメラ本体１００と、交換レンズ
タイプのレンズユニット３００により構成されている。まずレンズユニット３００につい
て説明する。
【００１４】
　３１０は撮影レンズであり、撮影レンズ３１０に入射した光線は、絞り３１２、レンズ
マウント３０６及び１０６、ミラー１３０、シャッター１２を介して導かれ、光学像とし
て撮像素子１３上に結像する。３０６は、レンズユニット３００をカメラ本体１００と機
械的に結合するレンズマウントである。レンズマウント３０６内には、レンズユニット３
００をカメラ本体１００と電気的に接続する各種機能が含まれている。
【００１５】
　３２０はインターフェースであり、レンズマウント３０６内において、レンズユニット
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３００をカメラ本体１００と接続するためのものである。３２２はレンズユニット３００
をカメラ本体１００と電気的に接続するコネクタである。コネクタ３２２は、カメラ本体
１００とレンズユニット３００との間で制御信号、状態信号、データ信号等を伝え合うと
共に、各種電圧の電力を供給される或いは供給する機能も備えている。
【００１６】
　３４０は絞り制御部であり、カメラ本体１００における後述する測光部４６からの測光
情報に基づいて、シャッター１２を制御するシャッター制御部４０と連携しながら、絞り
３１２を制御する。３４２は撮影レンズ３１０のフォーカシングおよびズーミングを制御
するレンズ制御部である。３５０はレンズユニット３００全体を制御するレンズシステム
制御部である。レンズシステム制御部３５０は、レンズユニット３００固有の番号等の識
別情報、管理情報、開放絞り値や最小絞り値、焦点距離等の機能情報、現在や過去の各設
定値などを保持する不揮発メモリの機能も備えている。
【００１７】
　次に、カメラ本体１００の構成について説明する。１０６はカメラ本体１００とレンズ
ユニット３００を機械的に結合するレンズマウントである。レンズマウント１０６内には
、カメラ本体１００をレンズユニット３００と電気的に接続する各種機能が含まれている
。
【００１８】
　シャッター１２は、撮像素子１３の露光を制御する。シャッター１２が開いた状態にお
いて、撮影レンズ３１０に入射した光線は、一眼レフ方式によって、絞り３１２、レンズ
マウント３０６及び１０６、シャッター１２を介して撮像素子１３へ導かれる。そして、
撮像素子１３の撮像面（画素配列）に被写体の像として形成される。このとき、ミラー１
３０は、ミラー制御部４１により、撮像素子１３への光路上から退避したミラーアップ状
態に駆動される。
【００１９】
　１０４は光学ファインダであり、撮影レンズ３１０に入射した光線を、一眼レフ方式に
よって、絞り３１２、レンズマウント３０６及び１０６、ミラー１３０、１３２を介して
導き、光学像として結像させて表示することができる。
【００２０】
　撮像素子１３は、撮像面（画素配列）に形成された被写体の像を光電変換して画像信号
を生成し、生成した画像信号を画素配列から読み出して出力する。Ａ／Ｄ変換器１６は、
撮像素子１３から出力された画像信号（アナログ信号）を画像データ（デジタル信号）へ
変換し、変換した画像データ（デジタル信号）を出力する。
【００２１】
　タイミング発生回路１８は、メモリ制御回路２２及びシステム制御回路５０により制御
され、その制御に応じて、撮像素子１３、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にクロッ
ク信号や制御信号を供給する。
【００２２】
　画像処理回路２０は、Ａ／Ｄ変換器１６から出力された画像データ或いはメモリ制御回
路２２から出力された画像データに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。画像
処理回路２０は、処理後の画像データを出力する。
【００２３】
　メモリ制御回路２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２
０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、及び圧縮・伸長回路３２を制
御する。Ａ／Ｄ変換器１６から出力された画像データが画像処理回路２０、メモリ制御回
路２２を介して、或いは直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ２４或いはメ
モリ３０に書き込まれる。
【００２４】
　画像表示メモリ２４は、画像表示部２８に表示すべき画像データを一時的に記憶する。
Ｄ／Ａ変換器２６は、メモリ制御回路２２経由で画像表示メモリ２４にアクセスし、表示



(6) JP 2011-166378 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

すべき画像データを取得する。Ｄ／Ａ変換器２６は、表示すべき画像データを表示用の画
像信号（アナログ信号）へ変換して画像表示部２８へ供給する。画像表示部２８は、表示
用の画像信号に応じた画像を表示する。画像表示部２８は、例えば、ＴＦＴ－ＬＣＤを含
む。
【００２５】
　メモリ３０は、撮影した静止画像の画像データを一時的に記憶する。また、メモリ３０
は、システム制御回路５０の作業領域としても使用され得る。
【００２６】
　圧縮・伸長回路３２は、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）処理等により画像データを
圧縮又は伸長する。圧縮・伸長回路３２は、メモリ３０に格納（記憶）された画像データ
を読み込んで圧縮処理或いは伸長処理を行い、処理後の画像データをメモリ３０に書き込
み記憶させる。
【００２７】
　シャッター制御部４０は、測光部４６からの測光情報に基づいて、絞り３１２を制御す
る絞り制御回路３４０と連携しながら、シャッター１２を制御する。シャッター制御部４
０は、撮像素子１３を露光するようにシャッター１２を駆動する。ミラー制御部４１は、
ミラー駆動機構（不図示）を介して、ミラー１３０をミラーアップ位置又はミラーダウン
位置に駆動する。
【００２８】
　焦点調節部４２は、ＡＦ処理（焦点調節処理）を行う。撮影レンズ３１０に入射した光
線は一眼レフ方式により、絞り３１２、レンズマウント３０６、１０６を介して導かれ、
ミラー１３０に設けられているハーフミラー部分を透過した後、焦点調節用サブミラー１
３４を介して位相差センサ４３上に結像する。焦点調節部４２は位相差センサ４３から得
られる画像データに基づいて位相差方式の焦点調節制御（以下、「位相差ＡＦ」と呼ぶ。
）による合焦状態を検出し、その検出結果をシステム制御回路５０へ供給する。即ち、位
相差センサ４３と焦点調節部４２とにより、位相差焦点調節手段が構成されている。
【００２９】
　また、焦点調節部４２はライブビュー表示の際にコントラスト方式の焦点調節制御（以
下、「コントラストＡＦ」と呼ぶ。）を行うことも可能である。その場合、メモリ３０に
格納された画像データから、その画像のＡＦ評価値（コントラスト）を求めると共に、そ
のＡＦ評価値が最大となるよう撮影レンズ３１０を制御する。その際、コントラストが最
大となるようにするための制御方法としては山登り方式などの公知の技術が適応可能であ
る。即ち、焦点調節部４２は、コントラスト焦点調節手段としても機能する。なお、本実
施形態においては、コントラストＡＦには、メモリ３０に格納された画像データの内、ラ
イブビュー表示に用いられる画像データを用いて、ＡＦ評価値（コントラスト）を求める
。
【００３０】
　測光部４６は、ＡＥ処理（測光処理）を行う。撮影レンズ３１０に入射した光線を一眼
レフ方式により、絞り３１２、レンズマウント３０６、１０６、ミラー１３０、１３２、
不図示の測光用レンズを介して入射し、光学像として形成された画像の露出状態を検出す
る。測光部４６は、その検出結果をシステム制御回路５０へ供給する。また、測光部４６
は、撮像素子１３によって撮像した画像データを画像処理回路２０によって演算し、露出
状態を検出することも可能である。
【００３１】
　システム制御回路５０は、カメラ本体１００の各部を全体的に制御する。システム制御
回路５０は、判定部５０ａ及び制御部５０ｂを含む。判定部５０ａは、画角内に測距可能
な位相差測距点が存在するか判断する。制御部５０ｂは判定部５０ａの判定結果に応じて
焦点調節部４２の動作を決定する。判定部５０ａ及び制御部５０ｂの詳細動作は、後述す
る。メモリ５２は、システム制御回路５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶す
る。



(7) JP 2011-166378 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

【００３２】
　報知部５４は、システム制御回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音
声等を用いて動作状態やメッセージ等を報知する液晶表示装置やスピーカー等を含む。報
知部５４は、カメラ本体１００の操作部近辺の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置
され、例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の組み合わせにより構成されている。また、報
知部５４は、その一部の機能が光学ファインダ１０４内に設置されている。報知部５４の
表示内容のうち、ＬＣＤ等に表示するものとしては、例えば、単写／連写撮影表示、残撮
影可能枚数表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、調光補正表示、
電池残量表示、等がある。
【００３３】
　また、報知部５４の表示内容のうち、光学ファインダ１０４内に表示するものとしては
、例えば、合焦表示、フラッシュ充電完了表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、
露出補正表示、等がある。さらに、報知部５４の表示内容のうち、ＬＥＤ等に表示するも
のとしては、例えば、記録媒体書き込み動作表示等がある。そして、報知部５４の表示内
容のうち、ランプ等に表示するものとしては、例えば、セルフタイマー通知ランプ、等が
ある。
【００３４】
　不揮発性メモリ５６は、電気的に消去・記録可能なメモリである。不揮発性メモリ５６
は、例えばＥＥＰＲＯＭ等を含む。
【００３５】
　入力部８０は、システム制御回路５０の各種の動作指示をユーザーから受け付ける。入
力部８０は、スイッチやダイヤル等の単数或いは複数の組み合わせの構成を含む。本実施
の形態では、モードダイアル６０、シャッタースイッチ６２、ライブビュー（ＬＶ）開始
スイッチ６６、電子ズームスイッチ６７、方向指示入力キー、操作部７０を含む。
【００３６】
　モードダイアル６０は、通常撮影モード及び連続撮影モードを含む複数の撮影モードを
指定するための指示を受け付ける。モードダイアル６０は、連続撮影モードを指定するた
めの指示を受け付けた場合、その指示をシステム制御回路５０へ供給する。
【００３７】
　シャッタースイッチ６２は、その操作のされ方が第１段階であるか第２段階であるかに
応じて、異なる指示を受け付ける。シャッタースイッチ６２は、操作のされ方が第１段階
（例えば、半押し）である場合、第１の指示を受け付け、第１の指示を受け付けたことに
応じて、第１のスイッチＳＷ１をＯＮさせる。これにより、シャッタースイッチ６２は、
第１の指示に応じて、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＥＦ処理等の動作開始の指示をシステム制御
回路５０へ供給する。
【００３８】
　また、シャッタースイッチ６２は、操作のされ方が第２段階（例えば、全押し）である
場合、第２の指示を受け付け、第２の指示を受け付けたことに応じて、第２のスイッチＳ
Ｗ２をＯＮさせる。これにより、シャッタースイッチ６２は、第２の指示に応じて、一連
の露光処理、現像処理、記録処理を含む撮影処理の動作開始の指示をシステム制御回路５
０へ供給する。ここで、露光処理は、撮像素子１３から読み出した信号を、Ａ／Ｄ変換器
１６、メモリ制御回路２２を介してメモリ３０に画像データを書き込む処理である。現像
処理は、画像処理回路２０やメモリ制御回路２２での演算を用いた処理である。記録処理
は、メモリ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸長回路３２で圧縮を行い、記録媒体
２００に画像データを書き込む処理である。
【００３９】
　６６はライブビューモードを開始させるためのライブビュー（ＬＶ）開始スイッチであ
り、ＯＮされるとミラー１３０を跳ね上げ、シャッター１２を開口状態にし、撮像素子１
３上に光学像を結像させ、ライブビュー動作を開始させる。ライブビュー動作中は、撮像
素子１３から周期的に画像信号を読み出して、画像表示部に読み出した画像信号を逐次表
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示する。このように、本実施の形態における撮像装置は、光学ファインダ１０４と、ライ
ブビューとを切換可能である。
【００４０】
　６７は電子ズームのズーム倍率を指定するズームスイッチ、６８は電子ズーム位置を移
動させる方向指示入力キーである。
【００４１】
　操作部７０は、各種ボタン等を含む。操作部７０は、例えば、メニューボタン、再生ボ
タン、セットボタン、単写／連写／セルフタイマー切り替えボタン、撮影画質選択ボタン
を含む。更に、例えば、ＩＳＯ感度選択ボタン、露出補正ボタン、調光補正ボタン等、ホ
ワイトバランスモードを選択するホワイトバランス設定スイッチ、各種設定を選択するた
めのダイヤル等を含む。
【００４２】
　インターフェース１２０は、レンズマウント１０６内において、カメラ本体１００をレ
ンズユニット３００と接続するためのインターフェースである。コネクタ１２２は、カメ
ラ本体１００をレンズユニット３００と電気的に接続するコネクタである。コネクタ１２
２は、カメラ本体１００とレンズユニット３００との間で制御信号、状態信号、データ信
号等を伝え合うと共に、各種電圧の電流を供給する機能も備えている。
【００４３】
　記録媒体２００は、例えば、メモリカードやハードディスク等を含む。記録媒体２００
は、記録部２０２、インターフェース２０４、及びコネクタ２０６を含む。記録部２０２
は、半導体メモリや磁気ディスク等を含む。インターフェース２０４は、カメラ本体１０
０とのインターフェースである。コネクタ２０６は、カメラ本体１００と接続を行うコネ
クタである。
【００４４】
　上記構成を有する撮像装置における、ライブビューおよびライブビュー状態での位相差
ＡＦ動作について図２のフローチャートを用いて説明する。
【００４５】
　まず、Ｓ１０では、ライブビュー開始スイッチ６６がＯＮされるのを待機する。ライブ
ビュー開始スイッチ６６がＯＮされるとＳ１１へ進み、ライブビューを開始する。つまり
、前述したようにミラー１３０を跳ね上げ、シャッター１２が開放状態となって、ライブ
ビューモードに移行する。ライブビューモードにおいては、画像処理回路２０において処
理されたリアルタイム画像が画像表示部２８に表示され、ライブビュー表示が行われる。
次のＳ１２では、スイッチＳＷ１の状態を判定し、ＯＦＦであればＳ１１に戻る。
【００４６】
　一方、スイッチＳＷ１がＯＮであればＳ１３へ進み、画像処理回路２０を用いてＡＥを
行う。
【００４７】
　次に位相差ＡＦを行う。撮影レンズ３１０に入射した光線を焦点調節用サブミラー１３
４を介して位相差センサ４３に入射させる位置にミラー１３０を戻し、位相差ＡＦが行わ
れる。ＡＦが終了し合焦するか、ＳＷ１がＯＦＦされると、再びミラー１３０を跳ね上げ
、ライブビュー動作に戻る。
【００４８】
　次のＳ１５では、スイッチＳＷ２の状態を判定し、ＯＦＦであればＳ１３に戻る。また
、スイッチＳＷ２がＯＮであればＳ１５へ進み、静止画の撮影を行い、記録する。ここで
の静止画撮影においては、既にミラー１３０は撮像素子１３へ光学像を結像できるミラー
アップ位置にあるため、ミラー１３０を駆動する必要はない。或いは一旦ミラー１３０お
よびシャッター１２を待機状態（ミラー１３０下降状態、シャッター１２閉状態）に戻し
、再度ミラーアップ動作を開始し、撮影を行っても構わない。
【００４９】
　次に、図３と、図４のフローチャートを参照して、電子ズーム時の動作について説明す
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る。図３はライブビュー中の画像表示部２８の表示内容と電子ズーム後の表示内容を表し
たものである。図４のＳ２０によりライブビュー開始スイッチが操作されると、Ｓ２１に
てライブビューが開始され、シャッター１２が開放状態となる。
【００５０】
　Ｓ２２で撮影画像の電子ズーム倍率Ｔを１倍に初期化する。Ｓ２３では撮像素子１３か
ら読み出された画像信号をＡ／Ｄ変換器１６を介して画像データへ変換し、Ｓ２４で画像
表示メモリ２４へ格納する。このとき、撮像素子１３からは電子ズーム倍率Ｔに基づいた
部分領域が読み出される。ここでは電子ズーム倍率Ｔは１倍であるので、撮像素子１３の
全領域が読み出されることになる。そして、Ｓ２５で画像表示メモリ２４の内容が画像表
示部２８に表示される。
【００５１】
　次に、Ｓ２６でライブビュー開始スイッチが再び操作されているかどうかを確認し、操
作されていればＳ２７でライブビューを終了する。Ｓ２６でライブビュー開始スイッチが
改めて操作されていない場合にはライブビューを継続し、Ｓ２８で電子ズームスイッチ６
７が操作されていないか確認する。電子ズームスイッチ６７が操作されている場合には、
操作内容に応じてズーム倍率Ｔを更新する。その後Ｓ２３へ戻り、撮像素子１３から電子
ズーム倍率Ｔに基づいた部分領域を読み出す。この時、読み出される部分領域の中心は、
撮影画像の中心と一致するものとし、読み出される画角（縦、横の長さ）は１／Ｔとなる
。つまり、撮影レンズ３１０の焦点距離がＴ倍された場合と同等の被写体表示が画像表示
部２８に表示されることとなる。電子ズーム操作前の画像を図３（ａ）に、電子ズーム操
作後の画像を図３（ｂ）に示す。
【００５２】
　ここで、電子ズームスイッチ６７の形状に関しては特に限定するものでない。例えば、
単一の釦形状の操作部材とした場合には、釦押し下げによりズーム倍率Ｔを増加させるこ
とによりズーム倍率を上げ、所定の上限値に達した場合はズーム倍率Ｔを１倍に初期化す
ることで等倍表示に戻すよう動作させても良い。また、シーソー状の＋／－釦のような形
状とし、＋方向の押し下げによりズーム倍率Ｔを増加させ、－方向の押し下げによりズー
ム倍率Ｔを減少させるよう動作させることも可能である。
【００５３】
　また、方向指示入力キー６８により電子ズーム位置を移動させるよう動作させることも
可能である。この場合、電子ズーム倍率Ｔに基づいて読み出される部分領域の中心が、方
向指示入力キー６８により移動されることになる。
【００５４】
　また、電子ズーム倍率Ｔに応じて、撮像素子１３から画像信号を読み出す領域を変更し
ても、撮像素子１３の全画素から画像信号を読み出し、読み出した画像信号の内、表示す
る領域の画像信号を切り出すようにしても構わない。
【００５５】
＜第１の実施形態＞
　以下、図５のフローチャートを参照して、本発明の第１の実施形態における電子ズーム
時にＡＦ方式を変更する制御部５０ｂの動作について説明する。ここではライブビュー状
態での動作に関して説明するが、ライブビューへの移行動作に関しては既に説明済みであ
るので、説明を省略する。
【００５６】
　まず、図５（ａ）を参照して、選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれない場合に
位相差ＡＦを禁止する場合の処理内容を説明する。Ｓ１００にてスイッチＳＷ１の状態を
判定し、ＯＮであればＳ１０１へ進み、電子ズーム中であるかを判定する。ここで電子ズ
ーム中であるかどうかは、電子ズーム倍率Ｔを確認することで判定可能である。電子ズー
ム中であればＳ１０２へ進み、電子ズーム中でなければ、Ｓ１０３に進んで選択測距点を
用いて位相差ＡＦを行う。
【００５７】
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　Ｓ１０２では、選択測距点がズーム後の画角内に含まれるかどうかを判定部５０ａによ
り判断する。ここで選択測距点がズーム後の画角内に含まれる場合とそうでない場合の例
を図６に示す。図６（ａ）において、Ｚ０は全画面、つまり等倍設定時（Ｔ＝１）の画角
を示しており、Ｚ１は電子ズーム後の画角を示している。この時、画像表示部２８には、
例えば、Ｚ０の時には図３（ａ）に示すような画像が、またＺ１の時には図３（ｂ）に示
すような画像が表示されることとなる。
【００５８】
　また、図６（ａ）内のＺ０及びＺ１を除く矩形は本第１の実施形態の撮像装置における
、撮像素子１３の複数の所定位置に対応づけられた複数の選択可能な位相差測距点を示し
ている。それらの選択可能な位相差測拠点の内、網掛けで示される位相差測距点Ｐ０は撮
影者により選択された選択測距点を示している。この選択には、例えば、操作部７０を用
いることができる。また、図６（ｂ）では網掛けで示される位相差測距点Ｐ１及びＰ５が
選択されている様子を示している。図６（ａ）の例では、選択測距点Ｐ０が電子ズーム後
の画角に含まれており、図６（ｂ）の例では、選択測距点Ｐ１及びＰ５が電子ズーム後の
画角に含まれない。判定部５０ａの判定方法としては、あらかじめ選択測距点の中心座標
をメモリ５２に記憶しておき、電子ズーム時の読み出し部分領域の中心座標とズーム倍率
Ｔとを比較することで、選択測距点が電子ズーム後の画角に含まれるかを判定すればよい
。
【００５９】
　判定部５０ａにより選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれると判断されると、Ｓ
１０３へ進んで選択測距点を用いて位相差ＡＦを行い、含まれないと判断されれば位相差
ＡＦを行うことなく処理を終了する。
【００６０】
　これにより、あらかじめ撮影者が設定した選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれ
ない場合に、画角範囲外の測距点でＡＦを行ってしまい、結果として画面範囲のどこにも
ピントがあっていない画像を撮影してしまうといった不具合を防止することができる。Ａ
Ｆが行われないため、撮影者は必要に応じてマニュアルでのピント合わせを行うこともで
きる。
【００６１】
　図５（ａ）では、選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれない場合は位相差ＡＦを
禁止する例を説明したが、図５（ｂ）に示すように、位相差ＡＦ時に使用する測距点を中
央に変更することもできる。なお、図５（ａ）と同様な処理には同じ参照番号を付して説
明を省略する。図５（ｂ）に示す処理では、Ｓ１０２で判定部５０ａにより選択測距点が
電子ズーム後の画角内に含まれないと判断された場合は、Ｓ１１３で位相差ＡＦに使用す
る測距点を撮影者が選択した選択測距点から、画面中央の位相差測距点に一時的に変更す
る。そして、一時的に変更した画面中央の位相差測距点を用いて、Ｓ１０３で位相差ＡＦ
処理を開始する。
【００６２】
　さらに、図５（ｃ）に示すように、ＡＦ方式を位相差ＡＦからコントラストＡＦに変更
することもできる。なお、図５（ａ）と同様な処理には同じ参照番号を付して説明を省略
する。図５（ｃ）に示す処理では、Ｓ１０２で判定部５０ａにより選択測距点が電子ズー
ム後の画角内に含まれないと判断された場合は、Ｓ１２３で制御部５０ｂはＡＦ方式を位
相差ＡＦからコントラストＡＦに一時的に変更して、コントラストＡＦ処理を行う。
【００６３】
　以上のように本第１の実施形態によれば、選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれ
ない場合に、ＡＦ方式を変更する。具体的には、位相差ＡＦを禁止する、使用する測距点
を中央測距点に変更する、あるいは位相差ＡＦを行わずにコントラストＡＦを行う。これ
により、予め撮影者が設定した選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれない場合に、
画角範囲外の測距点で位相差ＡＦを行ってしまい、結果として画面範囲のどこにもピント
が合っていない画像を撮影してしまう、といった不具合を防止することができる。
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【００６４】
＜第２の実施形態＞
　次に、図７のフローチャートを参照して、本発明の第２の実施形態における電子ズーム
実施中のＡＦ処理について説明する。本第２の実施形態では、電子ズーム後の画角内に選
択測距点が含まれない場合に、制御部５０ｂは、選択測距点と相対的に対応した位置に最
も近い位相差測距点を選択する。ここではライブビュー状態での動作に関して説明するが
、ライブビューへの移行動作に関しては既に説明済みであるので、説明を省略する。
【００６５】
　Ｓ２００にてスイッチＳＷ１の状態を判定し、ＯＮであればＳ２０１へ進み、電子ズー
ム中であるかを判定する。ここで電子ズーム中であるかどうかは、電子ズーム倍率Ｔを確
認することで判定可能である。電子ズーム中であればＳ２０２へ進み、電子ズーム中でな
ければ、Ｓ２０６に進んで選択測距点を用いて位相差ＡＦを行う。
【００６６】
　Ｓ２０２では、選択測距点がズーム後の画角内に含まれるかどうかを判定部５０ａによ
り判断する。判定部５０ａにより選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれると判断さ
れると、Ｓ２０６へ進んで選択測距点を用いて位相差ＡＦを行う。一方、含まれないと判
断されるとＳ２０３へ進み、位相差ＡＦ可能な位相差測距点が電子ズーム後の画角内に存
在するかどうか判定する。画角内に測距可能な測距点が存在しない場合はＳ２０４へ進み
、ＡＦ方式を位相差ＡＦからコントラストＡＦに切り替え、Ｓ２０６にてコントラストＡ
Ｆを開始する。
【００６７】
　一方、Ｓ２０３で画角内に測距可能な位相差測距点が存在する場合には、Ｓ２０５に進
む。Ｓ２０５では、電子ズーム後の画角内に含まれる位相差測距点の中から、電子ズーム
前の画角、つまり全画面での選択測距点の位置に相対的に対応する、測距可能な位相差測
距点に変更する。そして、選択した位相差測距点に基づいて、位相差ＡＦを行う。
【００６８】
　ここで、Ｓ２０３、Ｓ２０５で行われる測距点選択の具体例を図８を参照して説明する
。図８（ａ）において位相差測距点Ｐ５を撮影者が設定した選択測距点とし、電子ズーム
スイッチ６７の操作により電子ズームが実行された場合のズーム後の画角Ｚ１を図８（ｂ
）に示す。このとき、Ｓ２０３ではズーム後の画角Ｚ１に含まれる位相差ＡＦ用測距点を
検索する。この例では、図８（ｂ）におけるＰ０、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４が検索結果と
なる。検索方法としては、先ず、あらかじめ選択可能な各測距点の中心座標と測距範囲を
メモリ５２に記憶しておく。そして、電子ズーム時の読み出し部分領域の中心座標とズー
ム倍率Ｔから求められる電子ズーム後の画角の４隅の座標とを比較することで、選択測距
点が電子ズーム後の画角に含まれるかを判定すればよい。
【００６９】
　Ｓ２０５ではＳ２０３での検索結果の中から、全画面に対する選択測距点の位置に相対
的に対応する測距可能な測距点を選択する。図８ｃにおけるＰ１が選択結果となる。選択
方法としては、まず、全画面での選択測距点位置を示す座標からズーム後の画角に対応す
る座標を求める。例えば画面中心の座標を（０，０）とし、選択測距点Ｐ５の座標Ｐ５＿
Ｚ０が（ｘ，ｙ）であるならば、対応するズーム後の座標Ｐ５＿Ｚ１はズーム倍率Ｔから
（ｘ／Ｔ，ｙ／Ｔ）で求められる。次に、座標Ｐ５＿Ｚ１に最も近い測距可能な位相差測
距点をメモリ５２に記憶している各測距点座標から選択する。
【００７０】
　上記の通り本第２の実施形態によれば、電子ズーム実施中は全画面に対する選択測距点
と相対的に対応した位置に最も近い位相差測距点を選択する例を説明した。これにより、
あらかじめ撮影者が設定した選択測距点が電子ズーム後の画角内に含まれない場合であっ
ても、撮影者が測距点を再度選択することなく、違和感なく位相差ＡＦを行うことができ
る。また、測距可能な位相差測距点が電子ズーム後の画角内に存在しない場合には、コン
トラストＡＦを行う。これにより、画角内の被写体にピント合わせが可能になり、画面範
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囲のどこにもピントがあっていない画像を撮影してしまうといった不具合を防止すること
ができる。
【００７１】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。

【図１】 【図２】



(13) JP 2011-166378 A 2011.8.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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